
　電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金
は、電力・ガス・食料品などの価格高騰による負
担増を踏まえ、住民税均等割非課税世帯などを支
援する給付金です。
支給額　１世帯あたり５万円（１世帯１回限り）
支給対象　令和４年９月30日現在、どちらかに該
　当する世帯が支給対象です。
①八街市に住民登録があり、世帯全員の令和４年
　度住民税均等割が非課税の世帯
②市区町村の住民基本台帳に記録され、申請する
　時点で八街市に住民登録があり、予期せず令和
　４年１月～12月の収入が減少し、世帯全員が住
　民税非課税相当の収入となった世帯（家計急変 
　世帯）
※次に該当する世帯などは対象外となります。
 ・世帯全員が、住民税が課されている他の親族等
　の扶養を受けている世帯（住民税の取り扱いと
　して、扶養を受けているかわからないときは、
　両親や子どもなど家族に確認してください）
 ・租税条約による住民税の免除を届け出ている方
　がいる世帯
支給手続き・申請期限
①世帯全員の令和４年度住民税均等割が非課税の
　世帯
○「お知らせ」が届いた世帯
　支給対象世帯には、11月下旬に発送しました。
　振込口座に変更がない場合は返信不要です。
　振込口座を変更する場合や、給付金の受取を拒
　否する場合は、届出を12月12日㈪までに提出し
　てください。
※支給要件を満たさなくなった場合は支給しません。
○「確認書」が届いた世帯
　支給対象に該当すると思われる世帯には、11 月
　下旬に発送しました。必要事項を記入し、社会
　福祉課に令和５年１月31日㈫までに返信してく

　ださい。
○「お知らせ」または「確認書」が届かなかった世帯
　申請書類を取得して申請書に必要事項を記入し、
　添付書類を添えて、令和５年１月31日㈫までに
　社会福祉課へ郵送または窓口に提出してください。
　申請書は、市ホームページからダウンロードす
　るか、社会福祉課窓口で配布しています。
②家計急変世帯
　申請書類を取得して申請書に必要事項を記入し、
　添付書類を添えて、令和５年１月31日㈫までに
　社会福祉課へ郵送または窓口に提出してください。
　申請書は、市ホームページからダウンロードす
　るか、社会福祉課窓口で配布しています。
支給日
 ・ 「お知らせ」が届いた世帯は、12月下旬に指定
　した口座に支給します。
 ・ 「確認書」または「申請書」を提出した世帯は、
　市が受理した日から約３週間後に指定した口座
　に支給します。 （確認書や申請書に不備があっ
　た場合は、支給に時間がかかります）
※不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年
以下の刑に処されることがあります。
※自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職
員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、
八街市コールセンターや最寄りの警察署または警
察相談専用電話（＃９１１０）に連絡してください。
送付先　〒２８９－１１９２　八街市八街ほ35－29
　　　　社会福祉課
内閣府コールセンター　
☎︎０１２０－５２６－１４５　午前９時～午後８時
　（土曜・日曜日、祝日、12月29日～１月３日を除く）
八街市コールセンター　
☎︎０５７０－０５７－２３３　午前９時～午後５時
　（土曜・日曜日、祝日、12月29日～１月３日を除く）

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金を支給します 市ホーム
ページ

令
和
５
年
度
八
街
市
職
員
採
用
試
験

令
和
５
年
度
八
街
市
職
員
採
用
試
験

採
用
予
定
職
種
・
人
数

 

・
一
般
行
政
上
級
（
社
会
福
祉
主
事
）

　

２
人

 

・
保
健
師　

４
人

受
験
資
格

一
般
行
政
上
級
（
社
会
福
祉
主
事
）

　

昭
和
57
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
、
社
会
福
祉
主
事
任
用
資
格

 

（
社
会
福
祉
士
資
格
、
精
神
保
健

福
祉
士
資
格
を
含
む
）
を
有
す
る

方
、
ま
た
は
令
和
５
年
３
月
末
日

ま
で
に
資
格
取
得
見
込
み
の
方
で
、

学
歴
は
問
わ
な
い
。
日
本
の
国
籍

を
有
す
る
方
。

保
健
師

　

昭
和
57
年
４
月
２
日
～
平
成
14

年
４
月
１
日
の
生
ま
れ
で
、
保
健

師
の
資
格
を
有
す
る
方
、
ま
た
は

令
和
５
年
春
季
ま
で
に
資
格
取
得

見
込
み
の
方
で
、
学
歴
、
国
籍
は

問
わ
な
い
。

試
験
日
・
会
場
（
第
１
次
試
験
）

時
令
和
５
年
１
月
22
日
㈰

　

受
付

　
　

午
前
９
時
15
分
～
９
時
30
分

　

筆
記
試
験　

午
前
10
時
～

場
八
街
市
役
所　

受
験
申
込
期
間

　

12
月
12
日
㈪
～

　
　
　
　

令
和
５
年
１
月
10
日
㈫

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

　

 

（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
、

　

12
月
29
日
～
１
月
３
日
を
除
く
）

※
郵
送
の
場
合
、１
月
10
日
㈫（
当

日
消
印
有
効
）

　

後
日
、
第
２
次
試
験
（
面
接
）

を
行
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
総
務
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
総
務
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
３

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
出
張
申
請
サ
ポ
ー
ト

時
12
月
４
日
㈰
・
18
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
４
時

場
中
央
公
民
館

対
八
街
市
に
住
民
票
が
あ
り
、
マ

　

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
初
め
て

　

申
請
さ
れ
る
方

申
請
に
必
要
な
も
の　

 

・
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は

　

個
人
番
号
通
知
書

 

・
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
お
持

　

ち
の
方
の
み
）

 

・
本
人
確
認
書
類
Ａ
１
点
ま
た
は

　

Ｂ
２
点
（
原
本
・
有
効
期
限
内

　

の
も
の
に
限
る
）

Ａ
運
転
免
許
証
・
パ
ス
ポ
ー
ト
・

　

身
体
障
害
者
手
帳
・
在
留
カ
ー

　

ド
な
ど

Ｂ
健
康
保
険
証
・
介
護
保
険
証
・

　

年
金
手
帳
・
学
生
証
・
こ
ど
も

　

医
療
費
助
成
受
給
券
な
ど

※
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
ま
た
は

個
人
番
号
通
知
書
を
紛
失
さ
れ
た

方
は
、
Ａ
２
点
も
し
く
は
Ａ
１
点

＋
Ｂ
１
点
が
必
要
で
す
。

※
15
歳
未
満
の
方
は
、
親
権
者
の

同
行
と
親
権
者
の
本
人
確
認
書
類

も
必
要
で
す
。

問
市
民
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
２
０

問 時場問

時場対

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

人口の動き　11 月１日現在　人口 67,566 人（前月比－４人）　男 34,682 人 女 32,884 人 世帯数 32,646 世帯
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障
害
者
週
間
を
12
月
３
日
㈯
～

９
日
㈮
と
し
、
障
が
い
の
あ
る
人

の
福
祉
に
つ
い
て
の
関
心
と
理
解

を
深
め
る
と
と
も
に
、
障
が
い
の

あ
る
人
が
社
会
、
経
済
、
文
化
そ

の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
活
動
に
積

極
的
に
参
加
す
る
意
欲
を
高
め
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
障
が
い
の
あ
る
人
が

将
来
に
わ
た
っ
て
安
心
し
て
快
適

な
生
活
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
を

ご
存
知
で
す
か　

障
害
者
週
間

ご
存
知
で
す
か　

障
害
者
週
間

目
指
し
て
、
障
が
い
福
祉
に
関
す

る
計
画
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　

次
期
計
画
の
基
礎
と
な
る
資
料

と
し
て
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
ま

す
の
で
、
障
が
い
に
関
す
る
配
慮

や
差
別
な
ど
の
ご
意
見
を
お
聞
か

せ
く
だ
さ
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

は
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ト
を
読
み
取
り
、
ご

回
答
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
障
が
い
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
４
９

令
和
５
年
二
十
歳
を
祝
う
会
（
旧
成
人
式
）
を
開
催

令
和
５
年
二
十
歳
を
祝
う
会
（
旧
成
人
式
）
を
開
催

　

成
年
年
齢
引
き
下
げ
後
も
二
十

歳
の
方
を
対
象
に
成
人
式
を
開
催

す
る
た
め
、
令
和
５
年
か
ら
名
称

を
「
二
十
歳
を
祝
う
会
」
に
変
更

し
、
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

第
１
部

時
令
和
５
年
１
月
８
日
㈰

　

受
付　

午
前
９
時
～

　

開
式　

午
前
10
時
～

場
中
央
公
民
館

対
八
街
中
学
校
区
・
八
街
北
中
学

　

校
区
在
住
ま
た
は
出
身
の
方

第
２
部

時
令
和
５
年
１
月
８
日
㈰

　

受
付　

午
後
１
時
～

　

開
式　

午
後
２
時
～

場
中
央
公
民
館

対
八
街
中
央
中
学
校
区
・
八
街
南

　

中
学
校
区
在
住
ま
た
は
出
身
の
方

※
感
染
状
況
に
よ
り
変
更
ま
た
は

中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
中
央
公
民
館
、
図
書
館
、
郷
土

資
料
館
は
休
館
と
な
り
ま
す
。

案
内
は
が
き
を
送
付
し
ま
し
た

　

市
内
在
住
の
方
に
は
案
内
は
が

き
を
送
付
し
ま
し
た
。
案
内
は
が

き
が
届
い
て
い
な
い
方
、
ま
た
は
、

市
内
小
・
中
学
校
出
身
で
市
外
に

転
出
し
て
い
て
出
席
を
希
望
す
る

方
は
社
会
教
育
課
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。
当
日
、
案
内
は
が
き
と

引
き
替
え
に
記
念
品
を
贈
呈
し
ま

す
の
で
、
必
ず
案
内
は
が
き
を
お

持
ち
く
だ
さ
い
。

　

式
典
に
出
席
で
き
な
い
方
に
も

記
念
品
を
お
渡
し
し
ま
す
の
で
、

案
内
は
が
き
を
お
持
ち
の
う
え
、

社
会
教
育
課
（
中
央
公
民
館
内
）

ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

【
記
念
品
引
替
期
間
】

　

令
和
５
年
１
月
10
日
㈫
～

　
　
　
　
　
　
　
　

３
月
31
日
㈮

　
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

送
迎
な
ど
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

　

会
場
の
駐
車
場
は
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
送
迎
な
ど
の
来
場
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
会
場

周
辺
の
店
舗
駐
車
場
へ
の
駐
停
車

は
絶
対
に
行
わ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

 

問
社
会
教
育
課
（
中
央
公
民
館
内
）

　

☎
４
４
３
‐
１
４
６
４

　

市
立
保
育
園
（
八
街
・
実
住
・

朝
陽
・
交
進
・
二
州
第
一 

・
二
州

第
二
）
に
勤
務
す
る
会
計
年
度
任

用
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

応
募
す
る
方
は
、
会
計
年
度
任

用
職
員
登
録
申
込
書
（
写
真
３
㎝

×
４
㎝
）
と
資
格
証
（
保
育
士
・

看
護
師
の
み
）
を
子
育
て
支
援
課

へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

任
用
は
、
勤
務
先
や
勤
務
内
容

な
ど
が
合
致
し
た
方
を
面
接
の
う

え
、
決
定
し
ま
す
。

任
用
期
間（
任
用
期
間
の
更
新
あ
り
）

　

令
和
６
年
３
月
31
日
㈰
ま
で

○
保
育
士

資
格　

保
育
士
資
格
ま
た
は
幼
稚　

　

園
教
諭
免
許

勤
務
時
間

　

月
曜
～
土
曜
日
（
週
５
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
ま

　

た
は
午
前
９
時
30
分
～
午
後
６
時

※
週
１
～
２
回
程
度
の
早
番
・
遅

番
あ
り
。

給
料　

月
額
１
９
５
５
０
０
円

※
地
域
手
当
・
期
末
手
当
・
時
間

外
勤
務
手
当
・
通
勤
手
当
（
２
㎞

以
上
）
は
別
途
支
給
し
ま
す
。

○
短
時
間
保
育
士

資
格　

保
育
士
資
格
ま
た
は
幼
稚　

　

園
教
諭
免
許

勤
務
時
間

　

月
曜
～
土
曜
日
（
週
３
～
５
日
）

　

午
前
７
時
～
午
後
７
時
の
う
ち

　

５
時
間
程
度

給
料　

時
給
１
１
９
４
円
（
地
域　

　

手
当
含
む
）

※
期
末
手
当
（
週
15
・
５
時
間
以

上
）  

・
通
勤
手
当
（
２
㎞
以
上
）

は
別
途
支
給
し
ま
す
。

○
看
護
師

資
格　

　

看
護
師
ま
た
は
准
看
護
師
免
許

勤
務
時
間

　

月
曜
～
金
曜
日
（
週
５
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

※
園
の
行
事
に
よ
り
土
曜
日
出
勤

あ
り
。

給
料　

月
額
２
０
１
２
０
０
円

※
地
域
手
当
・
期
末
手
当
・
時
間

外
勤
務
手
当
・
通
勤
手
当
（
２
㎞

以
上
）
は
別
途
支
給
し
ま
す
。

○
調
理
員
（
資
格
不
要
）

勤
務
時
間

　

月
曜
～
金
曜
日
（
週
５
日
）

　

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

給
料　

月
額
１
５
６
３
０
０
円

※
地
域
手
当
・
期
末
手
当
・
時
間

外
勤
務
手
当
・
通
勤
手
当
（
２
㎞

以
上
）
は
別
途
支
給
し
ま
す
。

○
延
長
保
育
員
（
資
格
不
要
）

勤
務
時
間

　

月
曜
～
土
曜
日

　

 

（
週
20
時
間
未
満
勤
務
）

　

午
前
７
時
～
９
時
30
分
・

　

午
後
３
時
30
分
～
７
時

報
酬　

時
給
９
８
９
円
（
地
域
手

 

当
含
む
）

※
期
末
手
当（
週
15 

・
５
時
間
以
上
）

 

・
通
勤
手
当
（
２
㎞
以
上
）
は
別

途
支
給
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
子
育
て
支
援
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

令
和
５
年
度
保
育
士
な
ど
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
を
募
集

令
和
５
年
度
保
育
士
な
ど
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
を
募
集

　

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
（
令
和

４
年
10
月
～
令
和
５
年
３
月
）
は
、

各
区
か
ら
加
入
世
帯
へ
配
布
、
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
広
報
や
ち
ま
た

令
和
４
年
９
月
１
日
号
な
ど
に
掲

載
し
て
い
ま
す
が
、
令
和
５
年
１

月
10
日
の
第
２
火
曜
日
は
【
カ
ン

 

・
古
紙
Ａ
】
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

通
常
は
、
第
１
火
曜
日
が
【
カ

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
令
和
５
年
１
月
の
火
曜
日
収
集
の
お
知
ら
せ

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー
令
和
５
年
１
月
の
火
曜
日
収
集
の
お
知
ら
せ

ン
・
古
紙
Ａ
】
と
な
り
ま
す
が
、

１
月
３
日
火
曜
日
は
休
日
の
た
め

１
週
ず
つ
繰
り
下
げ
て
収
集
し
ま

す
の
で
、
お
間
違
え
の
な
い
よ
う

に
お
願
い
し
ま
す
。

問
ク
リ
ー
ン
推
進
課

　

☎
４
４
３
‐
６
９
３
７

　

八
街
市
と
連
携
し
て
い
る
通
信

事
業
者
の
車
両
内
で
マ
イ
ナ
ン
バ

ー
カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の

申
請
を
お
手
伝
い
し
ま
す
。

時
12
月
５
日
㈪
・
12
日
㈪
・

　
　
　

19
日
㈪
・
26
日
㈪

　

午
前
11
時
～
午
後
５
時

場
八
街
市
役
所
玄
関
脇

持
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
請
を
お
手
伝
い

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
・
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
請
を
お
手
伝
い

　

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
申
し
込
み

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
・
マ
イ
ナ
ン

　

バ
ー
カ
ー
ド
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ

　

ー
ド
ま
た
は
通
帳

　

事
前
に
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済

サ
ー
ビ
ス
を
決
め
て
お
く
と
ス
ム

ー
ズ
に
申
請
が
で
き
ま
す
。

問
企
画
政
策
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
４

宝くじの助成金でやぐら・テント等宝くじの助成金でやぐら・テント等
コミュニティ活動備品を購入コミュニティ活動備品を購入

　大谷流区では、地域コミュニティ
の醸成を図るため、住民同士の交流
事業として毎年実施している地域内
のふれあい祭りなどで使用するやぐ
ら、テント、提灯一式、発電機、か
き氷機を購入しました。この事業は、
一般財団法人自治総合センターが宝
くじの社会貢献広報事業として、宝
くじの受託事業収入を財源として実
施しているコミュニティ助成事業の
助成金を活用し、実施しました。
問市民協働推進課　☎３１２－１１４０

やぐら・テント・発電機 提灯一式・かき氷機

問

問

時場持

問

問

時場対

問

時場対

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５
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３ 令和 4 年 12 月 1 日 ホームページアドレス　https://www.city.yachimata.lg.jp/広報広報ややちちままたた

1212
月
の
移
動
交
番
情
報

月
の
移
動
交
番
情
報

①
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト

　

八
街
五
方
杭
店

②
ラ
ン
ド
ロ
ー
ム
東
吉
田
店

③
イ
オ
ン
八
街
店

④
コ
メ
リ
ハ
ー
ド
&
グ
リ
ー
ン

　

八
街
中
央
店

⑤
カ
ス
ミ
朝
日
店

⑥
上
砂
や
す
ら
ぎ
の
家

⑦
文
違
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

⑧
南
部
老
人
憩
い
の
家

⑨
一
区
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

⑩
富
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

⑪
泉
台
区
民
セ
ン
タ
ー

⑫
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
山
田
台
店

午
前
：
午
前
10
時
～
11
時
30
分　

午
後 

：
午
後
２
時
～
３
時
30
分

※
事
件
事
故
の
発
生
、
天
候
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
佐
倉
警
察
署
八
街
幹
部
交
番　

☎
４
８
４
︲
０
１
１
０
内
線
５
１
５

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３

午前 午後 ⑦ ⑫ ③
４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

⑥ ⑨ ① ⑤ ② ⑩ ⑧ ⑦ ④
11 12 13 14 15 16 17

⑨ ⑥ ③ ⑫ ② ⑤ ④ ⑧ ①
18 19 20 21 22 23 24

② ④ ⑨ ⑩ ⑥ ⑪ ③
25 26 27 28 29 30 31

⑦ ⑧

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
は

　

高
齢
者
が
住
み
慣
れ
た
地
域
で

安
心
し
て
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、

保
健
師
、
社
会
福
祉
士
な
ど
の
専

門
職
が
連
携
を
と
り
、
高
齢
者
の

支
援
を
し
ま
す
。 

「
認
知
症
や
介

護
予
防
に
つ
い
て
知
り
た
い
」「
退

院
後
の
生
活
が
心
配
」「
介
護
サ
ー

ビ
ス
に
つ
い
て
知
り
た
い
」
な
ど

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

今
回
は
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型

認
知
症
の
ケ
ア
を
紹
介
し
ま
す
。

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
の
ケ
ア

　

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
は

治
癒
す
る
病
気
で
は
な
く
、
早
期

に
発
見
し
て
治
療
を
開
始
す
る
こ

と
で
進
行
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
治
療
法
が
解
明
さ
れ
て

い
な
い
た
め
、
ケ
ア
が
重
要
と
な

り
ま
す
が
、
家
族
１
人
で
看
護 

・

介
護
し
続
け
る
こ
と
は
難
し
い
場

合
も
あ
り
ま
す
。
介
護
保
険
な
ど

社
会
資
源
を
十
分
に
使
い
ま
し
ょ
う
。

高
齢
者
の
相
談
窓
口　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
（
５
）

高
齢
者
の
相
談
窓
口　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
で
す
（
５
）

　

ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型
認
知
症
の

介
護
で
難
し
い
の
は
、
本
人
が
他

人
や
同
居
し
て
い
な
い
家
族
の
前

で
は
き
ち
ん
と
受
け
答
え
す
る
た

め
、
周
囲
に
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型

認
知
症
と
理
解
し
て
も
ら
え
な
い

と
こ
ろ
で
す
。

　

本
人
の
訴
え
を
周
り
の
人
が
相

手
に
し
な
い
と
、
見
捨
て
ら
れ
た

と
さ
ら
に
妄
想
が
強
く
な
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
そ
の
人
ら
し
さ
を

大
切
に
し
て
、
妄
想
な
ど
の
訴
え

に
は
必
ず
そ
の
人
な
り
の
原
因
が

あ
る
こ
と
、
昔
を
思
い
出
す
話
や

作
業
は
本
人
の
安
心
感
を
得
ら
れ

る
こ
と
な
ど
を
覚
え
て
お
き
ま
し

ょ
う
。

　

次
回
は
、
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
型

認
知
症
で
は
？
と
心
配
さ
れ
た
時

に
参
考
と
な
る
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

を
紹
介
し
ま
す
。

問
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
４
３
‐
１
２
０
７　

　

南
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
３
０
８
‐
３
４
２
６

    　

八
街
市
議
会
12
月
定
例
会
は
、
12
月
13
日
㈫
～
27
日
㈫
の
日
程
で

行
う
予
定
で
す
。 

一
般
質
問
日
程　

12
月
14
日
㈬
、
15
日
㈭
、
16
日
㈮　

午
前
10
時
～

　

傍
聴
者
の
方
は
、
マ
ス
ク
着
用
と
手
指
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
議
会
中
継
で
も
視
聴
で
き
ま
す
。

問
議
会
事
務
局　
　

☎
４
４
３
‐
１
４
８
２

八
街
市
議
会

八
街
市
議
会
1212
月
定
例
会
の
お
知
ら
せ

月
定
例
会
の
お
知
ら
せ

善
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

善
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

○
野
球
場
建
設
の
た
め
の
指
定
寄
付

　
　

小
澤
会　

御
一
同
様
よ
り　
　
　
　
　
　

１
９
７
５
８
円

冬
の
交
通
安
全
運
動　

冬
の
交
通
安
全
運
動　

1212
月月
1010
日
～
日
～
1919
日日

飲
酒
運
転
は
絶
対
し
な
い
、

　
　
　
　

さ
せ
な
い
、
許
さ
な
い

　

年
末
は
、
お
酒
を
飲
む
機
会
が

増
え
、
年
間
で
特
に
日
没
が
早
い

時
期
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
飲
酒
運

転
や
夕
暮
れ
時
か
ら
夜
間
に
か
け

て
の
交
通
事
故
の
増
加
が
心
配
さ

れ
ま
す
。
交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と

正
し
い
交
通
マ
ナ
ー
の
実
践
を
習

慣
付
け
る
こ
と
に
よ
り
交
通
事
故

防
止
の
徹
底
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

【
運
動
の
重
点
目
標
】

○
飲
酒
運
転
の
根
絶

○
子
供
と
高
齢
者
を
始
め
と
す
る

　

歩
行
者
の
安
全
確
保

○
自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の

　

徹
底

問
佐
倉
警
察
署

　

☎
４
８
４
‐
０
１
１
０

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ

　

障
害
者
手
帳
の
有
無
に
か
か
わ

ら
ず
、
65
歳
以
上
で
要
支
援
・
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
は
、

 

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

の
交
付
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、

障
害
者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　

対
象
者
は
、
当
該
年
の
12
月
31

日
に
お
い
て
要
介
護
認
定
の
有
効

期
間
が
あ
る
方
（
亡
く
な
っ
た
方

は
、
死
亡
日
に
認
定
の
有
効
期
間

が
あ
る
こ
と
）
で
す
。

※
自
立
度
の
高
い
方
は
対
象
に
な

ら
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

お
持
ち
い
た
だ
く
も
の

 

・
申
請
書

 

・
対
象
者
の
介
護
保
険
証

 

・
申
請
者
の
身
分
を
証
明
す
る
も

　

の
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、

　

運
転
免
許
証
、健
康
保
険
証
な
ど
）

　

申
請
書
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

問
高
齢
者
福
祉
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
９
１

第第
1212
回
あ
す
へ
の
灯
火
～
夢
・
希
望
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

回
あ
す
へ
の
灯
火
～
夢
・
希
望
の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

ツ
リ
ー
～
の
開
催
を
中
止

ツ
リ
ー
～
の
開
催
を
中
止

　

12
月
３
日
㈯
～
25
日
㈰
の
期
間

に
展
示
予
定
し
て
い
ま
し
た
「
第

12
回
あ
す
へ
の
灯
火
～
夢
・
希
望

の
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
ツ
リ
ー
～
」
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

防
止
の
た
め
、
中
止
と
な
り
ま
し

た
。

　

楽
し
み
に
さ
れ
て
い
た
方
に
お

詫
び
す
る
と
と
も
に
、
関
係
者
な

ら
び
に
市
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご

理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
社
会
教
育
課

　

☎
４
４
３
‐
１
４
６
４

1212
月
４
日
～

月
４
日
～
1010
日
は
第

日
は
第
7474
回
人
権
週
間

回
人
権
週
間

　

人
権
は
、
人
間
が
人
間
ら
し
く

生
き
て
い
く
た
め
に
、
な
く
て
は

な
ら
な
い
権
利
で
す
。
皆
が
命
の

尊
さ
・
大
切
さ
を
実
感
し
、
誰
も

が
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
ず
、「
思
い
や
り
の

心
」
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
日
ご
ろ
、
い
じ

め
や
親
子
・
夫
婦
な
ど
の
家
庭
問

題
、
あ
る
い
は
差
別
や
、
い
や
が

ら
せ
な
ど
で
困
っ
た
と
き
は
、
人

権
擁
護
委
員
や
千
葉
地
方
法
務
局

佐
倉
支
局
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

千
葉
地
方
法
務
局
佐
倉
支
局
に

お
い
て
常
駐
相
談
を
12
月
５
日
㈪

～
９
日
㈮
の
午
前
10
時
～
午
後
４

時
に
実
施
し
ま
す
。（
電
話
相
談
可

☎
４
８
４
︲
１
２
２
２
）

市
内
の
人
権
擁
護
委
員
（
敬
称
略
）

 

・
尾
髙　

幸
子 
・
鈴
木　

恵
子

 

・
椎
名　

榮
子 
・
瀬
山　

昭
二

 

・
三
浦　

亮
子

問
総
務
課

　

☎
４
４
３
‐
１
１
１
３

令
和
５
年
度
学
校
用
務
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
を
募
集

令
和
５
年
度
学
校
用
務
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
）
を
募
集

　

令
和
５
年
４
月
１
日
付
の
学
校

用
務
員
を
１
人
募
集
し
ま
す
。（
資

格
不
要
）

勤
務
場
所　

市
内
市
立
小
学
校
ま

　

た
は
中
学
校

任
用
期
間（
任
用
期
間
の
更
新
あ
り
）

　

令
和
６
年
３
月
31
日
㈰
ま
で

勤
務
時
間

　

月
曜
～
金
曜
日

　

午
前
８
時
～
午
後
４
時
30
分

　

 

（
休
憩
45
分
間
）
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令和 4 年 12 月 1 日 ２市外局番（０４３） 広報広報ややちちままたた ４

　○職員手当の状況（令和４年４月１日現在）
　　職員には、給料および職員手当が支給されますが、代表的な職員手当の概要は次のとおりです。

区　分 八　街　市 国の制度
との異同

支給実績
令和３年度

決算

扶養手当
○子　10,000 円
　16 歳～ 22 歳の子　１人　5,000 円加算
○子以外の扶養親族　6,500 円

同じ 43,239 千円

住居手当
○借家の場合
　（家賃が 16,000 円を超える場合に限る）
　家賃の額に応じて 28,000 円を限度に支給

同じ 25,797 千円

通勤手当

○電車・バスを利用する場合
　定期代など 55,000 円を上限に支給
○乗用車などを使用する場合
　使用距離などに応じて 2,000 円～ 31,600 円
　を支給

同じ 36,994 千円

期末手当
勤勉手当

（令和３年度支給割合）
期末手当 勤勉手当

6月期 1.275（1.075）月分 0.95（1.15）月分
12月期 1.125（0.925）月分 0.95（1.15）月分

計 2.4（2.0）　月分 1.90（2.30）月分
職制上の段階、職務の級等による加算措置有

（　 ）内は特別管理職員の支給割合（行政職
８級の職員）

同じ
期末　　　　
447,953 千円
勤勉　　　　
346,979 千円

退職手当
（注）

区　分 自己都合 勧奨・定年

支給率

勤続 20 年 19.6695月分 24.586875月分
勤続 25 年 28.0395月分 33.27075月分
勤続 35 年 39.7575月分 47.709月分
最高限度額 47.709月分 47.709月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置
（２～ 20% 加算）

１人当たり平均支給額 13,916 千円

同じ －

支給対象地域 八街市全域

地域手当

支　　給　　率 3 ％
支給対象職員数 568 人
国の制度（支給率） 3 ％
地域手当１人当たり
平均支給年額

（令和３年度決算）
112,358 円

（注）退職手当の１人当たり平均支給額は、
　 　 令和３年度に退職した全職種に係る
　 　職員に支給された平均額です。

時間外勤務
手　　　当 令和３年度決算

支　　給　　総　　額 108,684 千円
令和２年度決算

支　　給　　総　　額 72,292 千円
職員１人当たり支給年額 191 千円 職員１人当たり支給年額 131 千円

　○特別職の報酬等の状況（令和４年４月１日現在）　
区　分 給料等月額 区　分 給料等月額

給料
市　長 830,000 円

報酬

議　長 445,000 円
副市長 690,000 円 副議長 400,000 円
教育長 650,000 円 委員長 365,000 円

議　員 355,000 円

区　分 令和３年度支給割合 区　分 令和３年度支給割合

期末手当
市　長
副市長
教育長

6 月期 2.025月分
期末手当 議　員

6 月期 2.025月分
12 月期 2.175月分 12 月期 2.175月分

計 4.200月分 計 4.200月分

３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
　○勤務時間および休憩時間の状況　　　　　　　　　　　　○年次休暇の状況　○育児休業・育児短時間勤務
　　勤務時間などの状況は次のとおりです。　　　　　　　　　　　（令和３年度）　　　および育児部分休業の取得状況
　　ただし、保育園や中央公民館などの勤務場所では、これと異な　　　　　　　　　　　 （令和３年度）
　る勤務形態の場合があります。

１週間の
勤務時間

勤務時間の割り振り
始業時間 終業時間 休憩時間

38 時間 45 分 午前８時 30 分 午後 5 時 15 分 正午～午後１時

平均取得日数
10.7 日

区　　分 取得者数
育 児 休 業 13 人
育児短時間勤務 1 人
育 児 部 分 休 業 15 人

４．職員の分限および懲戒処分の状況（令和３年度）
   ○職員の分限処分の状況
　　心身の故障のため、職務の遂行に支障がある職員など
　 に対しては、公務能率の維持などのために、職員の意に
　 反して降任、免職または休職の処分を行うことができます。
　　令和３年度には、７人の職員が心身の故障などにより休職
　 処分を受けています。
   ○職員の懲戒処分の状況
　　職務上の義務に違反した職員などについては、公務に
　 おける規律と秩序を維持するために、戒告、減給などの
　 処分を行うことができます。
　　令和３年度には、４人の職員が不適正な事務処理事案
　 により減給の懲戒処分を受けています。
５．職員の服務の状況（令和３年度）
　　すべての職員は、全体の奉仕者として公共の利益のた
　 めに勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙
　 げて専念しなければならないこととされています。
　　この服務の基本原則を忠実に実行するため、さまざま
　 な機会において職員の綱紀の粛正や服務規律の確保の
　 周知徹底を行っています。
６．職員の研修および勤務成績の評定の状況（令和３年度）
　　職員の資質向上を目的に、庁内において情報セキュリテ

　ィ研修、協働のまちづくり研修会などを実施したほか、　
　各種研修機関などを利用して階層別研修や専門研修を実
　施しています。
　　また、 職員の勤務について、必要に応じて能力や実績
　などに関しての勤務成績の評定を行い、その評定の結果
　に基づき、昇給や昇任などを行っています。
７．職員の福祉および利益の保護の状況（令和３年度）
　○職員の福祉および福利厚生の状況
　　職員の健康管理状態を把握し、疾病などの早期発見を
　行うため、定期健康診断、生活習慣病予防検診を実施
　しています。
　　職員の福利厚生事業については、市に代わり、八街市
　職員組合が実施しました。（職員組合への補助金は凍結
　中です。）
　　また、出産費助成、育児・介護休暇助成などの給付事
　業については、県内市町村とその職員が共同で福利厚生
　事業を運営しています。
 　（千葉県市町村職員互助会負担金　716,688 円）
　○職員の利益の保護の状況
　　令和３年度における千葉県市町村公平委員会に対する
　勤務条件に関する措置の要求、不利益処分についての審
　査請求はありませんでした。

　○職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（令和４年４月１日現在）
区　　分 経験年数 10 年 経験年数 15 年 経験年数 20 年

一般行政職 大学卒 249,344 円 293,467 円 該当なし
高校卒 該当なし 該当なし 該当なし

 （注）経験年数とは、学校卒業後すぐに市に採用され、引き続いて勤務している場合には採用後の年数をいい、採用前に
　　　職歴などのある場合には、その期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。
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５ 令和 4 年 12 月 1 日 ホームページアドレス　https://www.city.yachimata.lg.jp/広報広報ややちちままたた

　八街市の職員の任用、服務や勤務条件などの人事行政の運営等の状況および職員の給与・定員管理の
状況などを市民の皆さんにご理解いただくため、次のとおり公表します。
　なお、市ホームページでも公表する予定です。

問総務課　☎︎４４３－１１１３

八街市人事行政運営等の状況八街市人事行政運営等の状況

１．職員の任免および職員数に関する状況
　○採用・退職者数（令和３年度）　　　　　　　　　　　

採用者数 退職者数
36 人 19 人

　○部門別職員数の状況と主な増減理由（各年４月１日現在）　（注）職員数は一般職に属する職員数です。
職　員　数 対前年

増減数 主　な　増　減　理　由 令和４年 令和３年
一 般 行 政 部 門 419 人 414 人 5 人 組織の見直し、新型コロナワクチン接種対策室の新設による増
教 育 部 門 84 人 84 人 ０人
公 営 企 業 等 55 人 56 人 △ 1 人 他部門への人員補充に伴う減
合 計 558 人 554 人 4 人

　○一般行政職の級別職員数の状況（令和４年４月１日現在）
区　　　　分 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

標準的な職務内容 主事補 主　事 主任主事 主査補 主　査 副主幹 課　長 部　長
職　 　員　 　数 36 人 49 人 58 人 31 人 83 人 71 人 28 人 11 人
構 　　成　 　比 9.8 % 13.4 % 15.8 % 8.4 % 22.6 % 19.3 % 7.6 % 3.0 %

参
考

１年前の構成比 6.6 % 14.6 % 15.4 % 8.5 % 25.0 % 19.5 % 7.7 % 2.7 %
５年前の構成比 7.9 % 10.8 % 10.5 % 27.7 % 20.4 % 12.2 % 8.5 % 2.0 %

 （注）１． 一般行政職とは、全職員のうち税務、福祉、企業職など以外の業務に従事している職員のことを指します。
　　　２．職員の職務は、その複雑性、困難性および責任の度合いに基づき１級から８級に分類されています。
　　　３．標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
　　　４．構成比は、端数処理の関係で、合計が 100％にならない場合があります。

２．職員の給与の状況
　○人件費の状況　　　　　　　　　　　　
　　人件費とは、一般職に支給される給与と市長や議員など特別職に支給される給料、報酬、手当のほか、共済費
　などを含む経費の合計をいいます。
　　令和３年度一般会計決算における人件費の状況は次のとおりです。

住民基本台帳人口（R4.3.31現在） 歳出額（A） 実質収支 人件費（B） 人件費率（B/A）（参考）令和２年度の人件費率
67,461 人 24,948,283 千円 1,045,298 千円 4,195,300 千円 16.8 % 13.3 %

　○職員給与費の状況（一般会計予算）
　　令和４年度一般会計当初予算における給与費の状況は次のとおりです。
　　会計年度任用職員以外の職員

職員数（A） 給　　　与　　　費 １人当たり給与費（B/A）給　　料 職員手当 期末・勤勉手当 計（B）
572 人 2,093,050 千円 274,343 千円 816,181 千円 3,183,574 千円 5,566 千円

 （注）職員数は、一般会計における令和４年４月１日現在の一般職の職員の総数であり、職員手当とは、扶養手当、住居手当、 
　　　通勤手当などの各種手当（退職手当を除く）をいいます。
　　会計年度任用職員

　○ラスパイレス指数の状況
八街市 全国市平均

令和 ３ 年 99.2 98.8
平成 28 年 99.1 99.1

 （注）１．ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100 とした場合の地方   
　　　　　公務員の給与水準を示す指数です。
　　　２．全国市平均とは、政令指定都市を除く全国の市の平均です。

　○職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（令和４年４月１日現在）
　  会計年度任用職員以外の職員                                     会計年度任用職員

区　分 一　般　行　政　職
平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

八街市 327,216 円 301,658 円 43.6 歳
国 323,711 円 405,049 円 42.7 歳

 （注）１．平均給料月額とは、各職種ごとの職員の基本給の平均です。
　　　２．平均給与月額とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当などの諸手当の額を合計した　
　　　　　ものの平均です。

一般行政職 八　街　市 国
決定初任給 採用２年後 決定初任給 採用２年後

大学卒 182,200 円 195,500 円 総合職　186,700 円 総合職　209,400 円
一般職　182,200 円 一般職　195,500 円

高校卒 154,900 円 165,900 円 150,600 円 160,100 円

　○職員の初任給の状況（令和４年４月１日現在）
　　卒業後すぐに採用された場合の初任給と、その後引き続き２年間勤務したときの給料月額は次のとおりです。

　○会計年度任用職員の活用状況（令和 4 年４月１日現在）
　　地方公務員における非常勤職員の新たな制度として、令和２年４月１日から会計年度任用職員制度が創設されました。
　　令和４年４月１日現在における会計年度任用職員（フルタイム）の職員数は60人です。

職員数（A） 給　　　与　　　費 １人当たり給与費（B/A）給　　料 職員手当 期末手当 計（B）
63 人 111,426 千円 6,867 千円 23,205 千円 141,497 千円 2,246 千円

 （注）職員数は、一般会計におけるパートタイム会計年度任用職員を除く当初予算上の職員数であり、職員手当とは、地域
　　　手当、通勤手当などの各種手当（退職手当を除く）をいいます。

平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

182,570 円 188,047 円 49.2 歳
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令和 4 年 12 月 1 日 ２市外局番（０４３） 広報広報ややちちままたた ６
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る
出
張
相
談
（
先
着

４
人
）
を
行
い
ま
す
。

時
令
和
５
年
１
月
31
日
㈫

　

午
前
10
時
～
正
午

場
酒
々
井
町
役
場
分
庁
舎
２
階　

　

第
二
多
目
的
室

対
在
職
・
求
職
中
問
わ
ず
就
職
活

　

動
中
の
概
ね
40
～
65
歳
の
方

定
20
人
（
先
着
順
・
要
電
話
予
約
）

※
雇
用
保
険
の
求
職
活
動
実
績
の

対
象
と
な
り
ま
す
の
で
「
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
」
を
お
持
ち
く

だ
さ
い
。

※
当
日
の
検
温
、
手
洗
い
、
マ
ス

ク
の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

酒
々
井
町
経
済
環
境
課

　

☎
４
９
６
︲
１
１
７
１

　
　
（
内
線
３
４
５
）

北
朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間

　

12
月
10
日
㈯
～
16
日
㈮
は
、
北

朝
鮮
人
権
侵
害
問
題
啓
発
週
間
で
す
。

　

拉
致
問
題
の
解
決
を
は
じ
め
と

す
る
北
朝
鮮
に
よ
る
人
権
侵
害
問

題
に
対
し
て
、
関
心
と
認
識
を
深

め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
法
務
省
人
権
擁
護
局

　

☎
０
３
︲
３
５
８
０
︲
４
１
１
１

国
民
年
金
基
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

　

国
民
年
金
基
金
は
、
自
営
業
者

や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
国
民
年
金

の
１
号
被
保
険
者
の
方
々
が
、
ゆ

と
り
の
あ
る
老
後
を
過
ご
せ
る
よ

う
、
国
民
年
金
に
上
乗
せ
す
る
公

的
な
年
金
で
す
。

　

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
や
海

外
に
居
住
さ
れ
て
い
る
方
で
、
国

民
年
金
に
任
意
加
入
さ
れ
て
い
る

方
も
加
入
で
き
ま
す
。

　

基
本
は
終
身
年
金
な
の
で
、
生

涯
に
わ
た
っ
て
年
金
を
受
け
取
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

支
払
っ
た
掛
金
は
全
額
、
社
会

保
険
料
控
除
の
対
象
と
な
り
、
所

得
税
や
住
民
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

問
全
国
国
民
年
金
基
金
首
都
圏
支
部

　

☎
０
１
２
０
︲
６
５
︲
４
１
９
２

鶴
亀
老
人
ク
ラ
ブ
・
二
区
の

　
　
　
　
　
　

陶
芸
展
と
文
化
展

時
12
月
10
日
㈯
・
11
日
㈰

　

午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

場
二
区
青
年
館

内
手
作
り
陶
器
・
マ
グ
カ
ッ
プ
・

　

皿
・
オ
ブ
ジ
ェ
な
ど

費
無
料

※
陶
器
と
焼
き
芋
を
1
人
１
個
プ

レ
ゼ
ン
ト
。（
な
く
な
り
次
第
終
了
）

問
生
形　

四
郎　

　

☎
４
４
３
︲
２
６
５
５

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
説
明
会

時
12
月
14
日
㈬

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
心
身
の
発
達
に
障
が
い
が
あ
り

　

令
和
５
年
４
月
か
ら
就
学
予
定

　

の
お
子
さ
ま
の
保
護
者

※
八
街
市
内
外
10
社
の
事
業
所
が

参
加
し
ま
す
。

※
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
フ
ァ
イ
ル
を

お
持
ち
の
方
は
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

※
当
日
、
会
場
で
お
子
さ
ま
を
お

預
か
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
児
童
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
銀
河

　

鉄
道
（
堀
江
・
鎌
形
）

　

☎
４
４
０
︲
０
０
０
９

中
途
失
聴
者
・
難
聴
者
の
た
め
の

例
会

手
話
学
習
会

　

12
月
３
日
㈯

里
親
制
度
説
明
会
を
開
催

　

里
親
制
度
を
市
民
の
皆
さ
ん
に

広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
、
ま

た
、
里
親
に
な
り
た
い
方
、
里
親

に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
知
っ
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
る
方
、
お
気
軽
に

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

中
央
児
童
相
談
所
管
内
説
明
会

時
令
和
５
年
１
月
９
日
㈪

　

午
後
２
時
～
４
時

場
千
葉
市
文
化
セ
ン
タ
ー

申
Ｇ
ｏ
ｏ
ｇ
ｌ
ｅ
フ
ォ
ー
ム
に
必

　

要
事
項
を
入
力
し
て
く
だ
さ
い
。

　

必
ず
、
事
前
予
約
を
し
て
く
だ

さ
い
。
ま
た
、
定
員
に
な
り
次
第

締
め
切
り
と
な
り
ま
す
。

問
子
ど
も
家
庭
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

　

ー
ち
ば
（
オ
レ
ン
ジ
の
会
）

　

☎
０
４
７
０
︲
２
８
︲
４
２
８
８

人権擁護委員の鈴木恵子氏が法務大臣表彰を受賞
　10月24日㈪、人権擁護委員
の鈴木恵子氏が永年にわたる
功績を讃えられ、法務大臣表
彰を受賞しました。鈴木氏は、
平成24年に人権擁護委員に委
嘱され、市役所や法務局で人
権相談に応じるほか、市内小
学校での人権教室など、人権
啓発活動に積極的に取り組ま
れてきました。 大木副市長　鈴木恵子氏　北村市長

Ｇｏｏｇｌｅ
フォーム

試
験
日　

令
和
５
年
１
月
８
日
㈰

　

試
験
案
内
や
申
込
書
な
ど
の
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
、
受
験
資
格
、
試
験

会
場
は
、
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
印
旛
郡
市
広
域
市
町
村

　

圏
事
務
組
合
事
務
局
管
理
課

　

☎
４
８
５
︲
０
３
９
７

八
街
消
防
署
長
賞

　
笹
引
小
学
校 

４
学
年

　
久
保
田 

凌
輔
さ
ん

　

午
後
１
時
30
分
～
４
時

お
楽
し
み
会

　

12
月
17
日
㈯

　

午
後
２
時
～
４
時
30
分

場
佐
倉
市
中
央
公
民
館

費
無
料

　

 

（
手
話
学
習
会
の
初
回
参
加
時

　

の
み
テ
キ
ス
ト
代
１
２
０
０
円
）

※
申
込
不
要
、
ど
な
た
で
も
参
加

で
き
ま
す
。
要
約
筆
記
（
Ｏ
Ｈ
Ｐ

／
Ｏ
Ｈ
Ｃ
）
で
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
状
況
に
よ
り
変
更
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
の

う
え
お
越
し
く
だ
さ
い
。

問
Ｎ
Ｐ
Ｏ
千
葉
県
中
途
失
聴
者
・

　

難
聴
者
協
会
印
旛
事
務
所

　
　

４
６
１
︲
６
５
３
３

火災予防ポスター展入賞者の決定火災予防ポスター展入賞者の決定
　佐倉市八街市酒々井町消防組合および佐倉
防火安全協会の協賛事業として、管内の小学
生に「火災予防ポスター」を募集したところ
今年は５２６点の応募がありました。審査の結
果、次のとおり各賞（八街地区）が決定しま
した。最優秀賞の作品は令和４年度の火災予
防オリジナルポスターとして、市内に掲示し
ますので、ぜひご覧ください。
問佐倉市八街市酒 井々町消防組合消防本部予防課
　☎４８１－１２３９

最
優
秀
賞

　
八
街
東
小
学
校 

３
学
年

　
目
良 

陽
香 

さ
ん

問 時場内

時場内問

問

費

問問 問

時場対

時場

対定

FAX
問 場費時場申問

問

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５
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子育て親子の交流の場子育て親子の交流の場
お
や
こ
サ
ロ
ン
『
ひ
ま
わ
り
』

時
祝
日
を
除
く
月
曜
～
金
曜
日

　

午
前
９
時
30
分
～
正
午

　

午
後
１
時
～
３
時
30
分

場
朝
陽
幼
稚
園
内

対
就
学
前
の
幼
稚
園
・
保
育

　

園
に
通
園
し
て
い
な
い
お

　

子
さ
ん
と
そ
の
保
護
者

問
い
合
わ
せ
・
相
談
先

☎
０
９
０︲４
４
２
０︲５
８
５
８

※
電
話
相
談
も
受
け
付
け
て

い
ま
す
。

※
入
室
時
に
検
温
・
手
指
消

毒
・
保
護
者
の
方
は
マ
ス
ク

の
着
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
影
響
に
よ
り
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
子
育
て
支
援
課

　

☎
４
４
３
‐
１
６
９
３

初心者向け出張スマホ教室を開催
　八街市と通信事業者が連携し、初心者向け
のスマートフォン教室を開催します。スマホ
の使い方、マイナンバーカード・マイナポイ
ントの申請などを、講師の方にオンラインで
教えていただけます。参加するには予約が必
要です。日時や会場など詳しくは、予約する
際にご確認ください。
予約の電話番号（通話料無料）
　☎０８００－１１１－９４４２
　 （午前10時～午後６時）
問企画政策課（予約・キャンセル以外）
　☎４４３－１１１４

こ
ん
に
ち
は
保
健
セ
ン
タ
ー
で
す

　
　
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ　
健
康
増
進
課　
☎
４
４
３
‐
１
６
３
１

夜
間
・
休
日
な
ど
の
救
急
医
療
や

電
話
相
談
の
ご
案
内

　

夜
間
や
休
日
、
急
に
具
合
が
悪

く
な
っ
た
時
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

印
旛
市
郡
小
児
初
期
急
病
診
療
所

時
月
曜
～
土
曜
日

　

午
後
７
時
～
翌
日
午
前
５
時
45
分

　

日
曜
日
・
祝
日
・

　
　
　
　

12
月
29
日
～
１
月
３
日

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
45
分

　

午
後
７
時
～
翌
日
午
前
５
時
45
分

※
受
診
の
際
は
、
事
前
に
電
話
で

症
状
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
佐
倉
市
江
原
台
２
︲
27

　

☎
４
８
５
︲
３
３
５
５

成
田
市
急
病
診
療
所

 

【
内
科
・
小
児
科
】

時
毎
日　

午
後
７
時
～
11
時

　

受
付
は
午
後
10
時
45
分
ま
で

 

【
内
科
・
小
児
科
・
外
科
】

時
日
曜
日
・
祝
日
・
８
月
13
日
～

　

15
日
・
12
月
29
日
～
１
月
３
日

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

　

受
付
は
午
後
４
時
45
分
ま
で

 

【
歯
科
】

時
祝
日
（
日
曜
日
を
除
く
）・

　

振
替
休
日
・
８
月
13
日
～
15
日
・

　

12
月
29
日
～
１
月
３
日

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時

　

受
付
は
午
後
４
時
45
分
ま
で

※
受
診
の
際
は
、
事
前
に
電
話
で

症
状
を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

問
成
田
市
赤
坂
１
︲
３
︲
１

　

☎
０
４
７
６
︲
２
７
︲
１
１
１
６

こ
ど
も
急
病
電
話
相
談

　

夜
間
、
お
子
さ
ん
の
急
な
病
気

　

 

「
こ
ん
に
ち
は
保
健
セ
ン
タ
ー

で
す
」
の
掲
載
内
容
に
つ
い
て
は
、

災
害
ま
た
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
な
ど
の
影
響
に
よ
り
、

変
更
・
中
止
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

血
液
が
不
足
し
て
い
ま
す
！

　
　

献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
！

時
12
月
26
日
㈪

　

午
前
10
時
～
11
時
45
分

　

午
後
１
時
～
４
時

場
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

冬
季
は
献
血
者
が
減
少
し
ま
す

の
で
、
血
液
を
必
要
と
す
る
患
者

の
た
め
に
、
１
人
で
も
多
く
の
方

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

献
血
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方
は
、

献
血
可
能
日
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
問
診
な
ど
に
よ
り
献
血

を
ご
遠
慮
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り

ま
す
。

コ
ロ
ナ
か
な
と
思
う
症
状
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
っ
た
ら

症
状
が
軽
く

　
　
　

重
症
化
リ
ス
ク
の
低
い
方

　

医
療
用
検
査
キ
ッ
ト
で
自
己
検

査
し
て
く
だ
さ
い
。

①
結
果
が
陰
性
の
方
は
、
自
宅
で

静
養
し
、
症
状
が
重
く
な
っ
た
と

き
は
医
療
機
関
を
受
診
し
て
く
だ

さ
い
。

②
陽
性
と
思
わ
れ
る
結
果
が
出
た

方
は
、
千
葉
県
陽
性
者
登
録
セ
ン

タ
ー
に
登
録
の
申
し
込
み
を
し
て

く
だ
さ
い
。

※
医
療
用
検
査
キ
ッ
ト
が
手
元
に

な
い
方
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で

難
病
患
者
就
職
サ
ポ
ー
タ
ー
に

　
　
　
　

き
く
就
労
支
援
講
演
会

時
12
月
21
日
㈬

　

午
後
２
時
～
４
時

※
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン

開
催
で
す
。

講
師　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
千
葉
専
門

　

援
助
部
門
難
病
患
者
就
職
サ
ポ

　

ー
タ
ー　

芦
沢　

久
恵　

氏

対
難
病
患
者
・
長
期
療
養
者
・
そ

　

の
家
族
や
支
援
者
の
方
な
ど

申
専
用
サ
イ
ト
か
ら
申
し
込
み
。

問
成
田
赤
十
字
病
院

　

地
域
医
療
連
携
課   

　

☎
０
４
７
６
︲
２
２
︲
９
９
５
０

で
心
配
な
時
、
受
診
し
た
方
が
良

い
の
か
迷
わ
れ
た
と
き
、
看
護
師

が
相
談
に
応
じ
て
ア
ド
バ
イ
ス
し

ま
す
。
必
要
な
場
合
は
、
小
児
科

医
に
電
話
を
転
送
し
ま
す
。

時
毎
日　

　

午
後
７
時
～
翌
日
午
前
６
時

 
【
プ
ッ
シ
ュ
回
線
・
携
帯
電
話
】

　

☎
＃
８
０
０
０

 

【
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
・
Ｉ
Ｐ
電
話
・

　

光
電
話
】

　

☎
２
４
２
︲
９
９
３
９

救
急
安
心
電
話
相
談

　

具
合
が
悪
く
な
り
、
医
療
機
関

を
受
診
す
る
か
、
救
急
車
を
呼
ぶ

か
を
迷
わ
れ
た
と
き
、
看
護
師
が

相
談
に
応
じ
、
必
要
な
場
合
は
、

医
師
に
転
送
し
ま
す
。

時
月
曜
～
土
曜
日

　

午
後
６
時
～
翌
日
午
前
６
時

　

日
曜
日
・
祝
日
・

　

12
月
29
日
～
１
月
３
日
・

　

４
月
29
日
～
５
月
５
日

　

午
前
９
時
～
翌
日
午
前
６
時

 

【
プ
ッ
シ
ュ
回
線
・
携
帯
電
話
】

　

☎
＃
７
０
０
９

 

【
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
・
Ｉ
Ｐ
電
話
・

　

光
電
話
】

　

☎
０
３
︲
６
７
３
５
︲
８
３
０
５

※
各
電
話
相
談
は
無
料
で
す
が
、

通
話
料
は
利
用
者
負
担
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
電
話
に
よ
る
ア
ド
バ

イ
ス
の
み
で
診
断
や
治
療
は
行
い

ま
せ
ん
。

令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
印
旛
市

郡
小
児
初
期
急
病
診
療
所
の
診
療

時
間
が
変
わ
り
ま
す

時
月
曜
～
土
曜
日

　

午
後
７
時
～
10
時
45
分

　

日
曜
日
・
祝
日
・

　

12
月
29
日
～
１
月
３
日

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
45
分

　

午
後
７
時
～
10
時
45
分　

問
佐
倉
市
健
康
推
進
課

　

☎
４
８
５
︲
６
７
１
１

購
入
す
る
か
家
族
な
ど
が
薬
局
・

薬
店
で
購
入
し
て
く
だ
さ
い
。
ま

た
、
民
間
検
査
機
関
に
検
査
を
依

頼
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

症
状
が
重
い
、
ま
た
は

　
　
　

重
症
化
リ
ス
ク
の
高
い
方

　

か
か
り
つ
け
医
ま
た
は
発
熱
外

来
に
事
前
に
電
話
を
し
た
う
え
で

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

①
医
師
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
発
生
届

の
対
象
の
方
（
65
歳
以
上
の
方
・

入
院
を
要
す
る
方
・
重
症
化
リ
ス

ク
が
あ
り
新
型
コ
ロ
ナ
治
療
薬
の

投
与
が
必
要
な
方
ま
た
は
新
型
コ

ロ
ナ
罹
患
に
よ
り
新
た
に
酸
素
投

与
が
必
要
な
方
・
妊
婦
の
方
）
の

う
ち
、
入
院
が
必
要
と
判
断
さ
れ

な
か
っ
た
方
は
自
宅
療
養
と
な
り

ま
す
。

②
医
師
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
と
診
断
さ
れ
た
発
生
届

の
対
象
外
の
方
は
、
医
療
機
関
か

ら
渡
さ
れ
る
「
千
葉
県
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
診
断
票
Ａ
票
」

ま
た
は
「
千
葉
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
登
録
申
込
票
Ｂ
票
」

を
用
い
て
千
葉
県
陽
性
者
登
録
セ

ン
タ
ー
に
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。 

※
Ａ
票
・
Ｂ
票
は
検
査
方
法
の
違

い
に
よ
っ
て
分
か
れ
て
い
ま
す
。

③
医
師
に
よ
る
診
断
の
結
果
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
は

な
か
っ
た
場
合
、
医
師
の
指
示
に

従
っ
て
療
養
し
て
く
だ
さ
い
。

千
葉
県
陽
性
者
登
録
セ
ン
タ
ー
へ

の
登
録
後
の
流
れ

①
千
葉
県
か
ら
受
付
と
登
録
が
完

了
し
た
旨
の
メ
ー
ル
が
そ
れ
ぞ
れ

届
き
ま
す
。

②
保
健
所
か
ら
マ
イ
ハ
ー
シ
ス
の

登
録
を
求
め
る
Ｓ
Ｍ
Ｓ
（
シ
ョ
ー

ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
サ
ー
ビ
ス
）
が
届

い
た
ら
登
録
を
し
て
く
だ
さ
い
。

③
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
ー
や
配

食
サ
ー
ビ
ス
、
宿
泊
療
養
の
案
内

が
Ｓ
Ｍ
Ｓ
で
届
き
ま
す
の
で
、
必

要
な
場
合
は
申
し
込
み
を
し
て
く

だ
さ
い
。

④
自
宅
療
養
中
に
体
調
が
悪
化
し

た
場
合
は
、
自
宅
療
養
者
フ
ォ
ロ

ー
ア
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
へ
相
談
す
る

か
、
か
か
り
つ
け
医
ま
た
は
発
熱

外
来
に
事
前
に
電
話
を
し
た
う
え

で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
千
葉
県
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問 時場対

問

時

時

時

時 問時時問

時時

問時場

対申問

問
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令和 4 年 12 月 1 日 ２市外局番（０４３） 広報広報ややちちままたた ８

　 　 　 　 　　 　 　 　 　 相 談 コ ー ナ ー 　相 談 コ ー ナ ー 　 相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。相談はすべて無料です。お気軽にご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合があります。

［法律相談（弁護士）］12 月７日㈬・21日㈬
午後１時～４時

総合保健
福祉センター

相談当日午前８時30分から電話で受付。先着10人まで。
申社会福祉協議会☎︎４４３–０７４８

［心配ごと相談］12月７日㈬・21日㈬
午後１時～４時

総合保健
福祉センター 問社会福祉協議会☎︎４４３–０７４８

［司法書士相談］12月13日㈫
午後４時～６時

総合保健
福祉センター

相談当日午前８時30分から電話で受付。先着６人まで。
申やちまた司法書士事務所☎︎３０８–４２２７

［ハローワークちば出張相談］12月13日㈫ 午前10時〜正午
12月23日㈮ 午後１時〜３時

総合保健
福祉センター

生活困窮世帯やひとり親家庭などが対象で各日先着４人まで。（予
約制）申社会福祉協議会内自立相談支援窓口☎︎３１２－０７６６

［気になる子どもの個別相談］12 月の相談はお休みします。次回は、令和５年１月30日㈪です。
問社会福祉協議会☎︎４４３－０７４８

［ 年 金 相 談 ］12月15日㈭
午前 10 時～正午・午後１時～３時

総合保健
福祉センター

社会保険労務士が相談（書類の書き方なども含む）を受けます。
受付は午後２時30分まで問国保年金課☎︎４４３–１１３９

［交通事故相談］12月16日㈮
午前10時～午後３時

総合保健
福祉センター

予約制で相談日の２日前までにご連絡ください。
申防災課☎︎４４３－１１１９

［人 権 相 談 ］12月22日㈭
午後１時～３時

総合保健
福祉センター

人権擁護委員が相談を受けます。事前に電話連絡をお願
いします。問総務課☎︎４４３–１１１３

［行 政 相 談 ］12月22日㈭
午後３時～５時

総合保健
福祉センター

行政相談委員が相談を受けます。事前に電話連絡をお願
いします。問総務課☎︎４４３–１１１３

［こころの健康相談］12月12日㈪
午後２時～４時

総合保健
福祉センター

予約制。
申障がい福祉課☎︎４４３–１６４９

［弁護士相談（市税滞納者）］12月25日㈰
午後２時～４時 納税課 予約制で先着６人まで。

申納税課窓口または☎︎４４３–１１１５

［家庭児童相談］毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後５時

総合保健
福祉センター

電話相談も受け付けます。
問子育て支援課☎︎４４３–１６９３

［学校教育相談］毎週月水金曜日（祝日を除く）
午前９時～午後３時

八街市教育
支援センター

電話相談専用ダイヤル☎︎３１０–５０１７
問八街市教育支援センター☎︎４４３–８０４０

［家庭教育相談］毎週火～木曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時

中央公民館内
社会教育課 問社会教育課☎︎４４３–１４６４

［消費生活相談］毎週月～金曜日（祝日を除く）
午前９時〜正午・午後１時～４時 商工観光課内 問八街市消費生活センター☎︎４４３–９２９９

夜間および休日の市税納付・納税相談窓口夜間および休日の市税納付・納税相談窓口
時【夜間】12 月６日㈫・13日㈫・20日㈫・27日㈫
　　　　　午後 5 時15 分〜 8 時
　　【休日】12 月25日㈰　
　　　　　午前 8 時 30 分〜午後 5 時
場納税課　内市税の納付、納税相談
問納税課　☎４４３−１１１５

< 市役所の日曜開庁日 >
　今月は12 月25日㈰です。
　市民課・課税課・納税課・国保
年金課で業務の一部を取り扱います
のでご利用ください。（住民異動が伴
う業務・国民年金業務・後期高齢者医療
保険業務は取り扱うことができません）

今月の納付
　固定資産税・　　　　
　都市計画税　　 ４ 期

　国民健康保険税 ６ 期

７日・21日（毎月第１・第３水曜日）
場　　所 時　　間

文違コミュニティセンター 午後１時 40 分～２時 00 分
榎戸第２児童公園付近（泉台）午後２時 20 分～２時 40 分
藤 の 台 集 会 所 午後２時 50 分～３時 10 分
みどり台第１児童公園 午後３時 30 分～３時 50 分

  12 月の移動図書館＜ひばり号＞巡回予定日時12月の移動図書館＜ひばり号＞巡回予定日時

１日・15日（毎月第１・第３木曜日）
場　　所 時　　間

二 州 小 学 校 沖 分 校 午前 10 時 10 分～ 10 時 30 分
八 街 市 役 所 午後０時 40 分～１時 00 分
富山コミュニティセンター 午後１時 20 分～１時 40 分
市 営 住 宅 朝 陽 団 地 午後２時 00 分～２時 20 分
　　　　14日（毎月第２・第４水曜日）

場　　所 時　　間
二 州 小 学 校 午後１時 10 分～１時 30 分
宮ノ原コミュニティセンター 午後１時 50 分～２時 10 分
上 砂 や す ら ぎ の 家 午後２時 20 分～２時 40 分
吉 倉 ガ ー デ ン タ ウ ン 午後３時 00 分～３時 20 分
希望ケ丘（コミュニティセンター隣）午後３時 40 分～４時 00 分

８日・22日（毎月第２・第４木曜日）
場　　所 時　　間

市 営 住 宅 笹 引 団 地 午前９時 40 分～10 時 00 分
大谷流子どもの遊び場 午後２時 00 分～２時 20 分
用 草 公 民 館 午後２時 30 分～２時 50 分
朝日区コミュニティセンター 午後３時 20 分～３時 40 分
※祝日は運休、暴風雨などの警報が発令された時は運行を中止します。

図書館に行ってみよう図書館に行ってみよう
図書館のホームページ　図書館のホームページ　https://www.library.yachimata.chiba.jphttps://www.library.yachimata.chiba.jp

電話番号　043 − 444 − 4946（午前９時〜午後５時）電話番号　043 − 444 − 4946（午前９時〜午後５時）
< 今月の催し >
◇冬のおはなし会スペシャル
　おはなしや大型絵本・影絵を行います。サンタクロ
ースも来るかも！？
時12月17日㈯　午後３時～３時30分
　　　　　　　 （受付　午後２時50分～）
対子ども～大人（市内在住・在勤・在学の方を優先）
定10組（定員になり次第締切）費無料
申図書館カウンターまたは電話で申し込み。
◇えほんがうごくえいがかい　 【対象３歳程度～】
　12月18日㈰　午前10時30分～、午後２時～（各30分）
　 『ちいさなきいろいかさ』    『まこちゃんのおたんじょうび』
　 『はけたよはけたよ』
◇パラダイスシアター
　12月４日㈰　【向田邦子シリーズ】蛇蝎のごとく　上巻
　12月11日㈰　【向田邦子シリーズ】蛇蝎のごとく　下巻 
　12月25日㈰　紅白が生まれた日 
　上映開始時間：午前10時30分～・午後２時～
◇図書館満足度アンケートを実施します
　図書館では、現在の図書館サービスにおける満足度
と、利用者の皆さんがどのようなサービスを望んでい
るかを把握するためアンケートを実施します。
　ご協力をお願いします。
実施期間　12月１日㈭～令和５年１月12日㈭
実施場所　図書館・図書館満足度アンケートフォーム
調査対象　中学生以上の市民および図書館利用者
調査結果　令和５年３月頃に図書館ホームページおよ
　　　　　び市ホームページで結果を公表します。
＜今月・年末年始の休館日 > 
　5・12・19・26・28 〜 31・１/１〜４ 図書館は、休館日・祝日を除く毎週水曜日・

金曜日は午後７時まで開館しています。
アンケート
フォーム

時

場 内
問

問

問

問

問

問

申

申

申

申

問

問

問

申

申

問

時

対
定 費
申

問
い
合
わ
せ

問

日
時

時

会
場

場

内
容

内

対
象

対

定
員

定

費
用

費

申
し
込
み

申

締
め
切
り

〆

記
号
の
見
方

持
ち
物

持

４
４
４
‐
０
８
１
５

12月１日号03校.indd   812月１日号03校.indd   8 2022/11/17   14:162022/11/17   14:16


